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 亀 山 市 議 会 会 議 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則  

 

 

 



亀 山 市 議 会 規 則 第    号  

 

   亀 山 市 議 会 会 議 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則  

 

 亀 山 市 議 会 会 議 規 則 （ 平 成 １ ７ 年 亀 山 市 議 会 規 則 第 １ 号 ） の 一 部

を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

    

目 次 中 「 第 ９ 節  会 議 録 （ 第 ７ ６ 条 ・ 第 ７ ７ 条 ） 」 を        

「 第 ９ 節  公 聴 会 及 び 参 考 人 （ 第 ７ ６ 条 ― 第 ８ ２ 条 ）  

 第 １ ０ 節  会 議 録 （ 第 ８ ３ 条 ・ 第 ８ ４ 条 ）    」  

条 ― 第 ８ １ 条 」 を 「 第 ８ ５ 条 ― 第 ８ ８ 条 」 に 、 「 第 ８ ２ 条 ― 第 ９ ８

条 」 を 「 第 ８ ９ 条 ― 第 １ ０ ５ 条 」 に 、 「 第 ９ ９ 条 ・ 第 １ ０ ０ 条 」 を

「 第 １ ０ ６ 条 ・ 第 １ ０ ７ 条 」 に 、 「 第 １ ０ １ 条 ― 第 １ ０ ０ 条 」 を

「 第 １ ０ ８ 条 ― 第 １ １ ７ 条 」 に 、 「 第 １ １ １ 条 ・ 第 １ １ ２ 条 」 を

「 第 １ １ ８ 条 ・ 第 １ １ ９ 条 」 に 、 「 第 １ １ ３ 条 ― 第 １ ２ ３ 条 」 を

「 第 １ ２ ０ 条 ― 第 １ ３ ０ 条 」 に 、 「 第 １ ２ ４ 条 ― 第 １ ３ ０ 条 」 を

「 第 １ ３ １ 条 ― 第 １ ３ ７ 条 」 に 、 「 第 １ ３ １ 条 ― 第 １ ３ ５ 条 」 を

「 第 １ ３ ８ 条 ― 第 １ ４ ２ 条 」 に 、 「 第 １ ３ ６ 条 ― 第 １ ４ ３ 条 」 を

「 第 １ ４ ３ 条 ― 第 １ ５ ０ 条 」 に 、 「 第 １ ４ ４ 条 ― 第 １ ４ ９ 条 」 を

「 第 １ ５ １ 条 ― 第 １ ５ ６ 条 」 に 、 「 第 １ ５ ０ 条 」 を 「 第 １ ５ ７ 条 」

に 、 「 第 １ ５ １ 条 」 を 「 第 １ ５ ８ 条 」 に 、 「 第 １ ５ ２ 条 」 を 「 第 １

５ ９ 条 」 に 改 め る 。  

 第 １ ６ 条 中 「 第 １ １ ５ 条 の ２ 」 を 「 第 １ １ ５ 条 の ３ 」 に 改 め る 。  

 第 ３ ６ 条 第 １ 項 中 「 第 １ ２ ６ 条 」 を 「 第 １ ３ ３ 条 」 に 改 め る 。  

 第 ９ 章 中 第 １ ５ ２ 条 を 第 １ ５ ９ 条 と す る 。  

 第 ８ 章 中 第 １ ５ １ 条 を 第 １ ５ ８ 条 と す る 。  

 第 ７ 章 中 第 １ ５ ０ 条 を 第 １ ５ ７ 条 と す る 。  

 第 ６ 章 中 第 １ ４ ９ 条 を 第 １ ５ ６ 条 と し 、 第 １ ４ ５ 条 か ら 第 １ ４ ８

条 ま で を ７ 条 ず つ 繰 り 下 げ る 。  

に 、 「 第 ７ ８  



 第 １ ４ ４ 条 第 ２ 項 中 「 第 １ ０ ０ 条 第 ２ 項 」 を 「 第 １ ０ ７ 条 第 ２

項 」 に 改 め 、 同 条 を 第 １ ５ １ 条 と す る 。  

 第 ５ 章 中 第 １ ４ ３ 条 を 第 １ ５ ０ 条 と し 、 第 １ ３ ６ 条 か ら 第 １ ４ ２  

条 ま で を ７ 条 ず つ 繰 り 下 げ る 。  

 第 ４ 章 中 第 １ ３ ５ 条 を 第 １ ４ ２ 条 と し 、 第 １ ３ １ 条 か ら 第 １ ３ ４

条 ま で を ７ 条 ず つ 繰 り 下 げ る 。  

第 ３ 章 中 第 １ ３ ０ 条 を 第 １ ３ ７ 条 と し 、 第 １ ２ ４ 条 か ら 第 １ ２ ９

条 ま で を ７ 条 ず つ 繰 り 下 げ る 。  

 第 ２ 章 第 ６ 節 中 第 １ ２ ３ 条 を 第 １ ３ ０ 条 と し 、 第 １ １ ３ 条 か ら 第

１ ２ ２ 条 ま で を ７ 条 ず つ 繰 り 下 げ る 。  

 第 ２ 章 第 ５ 節 中 第 １ １ ２ 条 を 第 １ １ ９ 条 と し 、 第 １ １ １ 条 を 第 １

１ ８ 条 と す る 。  

 第 ２ 章 第 ４ 節 中 第 １ １ ０ 条 を 第 １ １ ７ 条 と し 、 第 １ ０ １ 条 か ら １

０ ９ 条 ま で を ７ 条 ず つ 繰 り 下 げ る 。  

 第 ２ 章 第 ３ 節 中 第 １ ０ ０ 条 を 第 １ ０ ７ 条 と し 、 第 ９ ９ 条 を 第 １ ０

６ 条 と す る 。  

 第 ２ 章 第 ２ 節 中 第 ９ ８ 条 を 第 １ ０ ５ 条 と し 、 第 ９ ３ 条 か ら 第 ９ ７

条 ま で を ７ 条 ず つ 繰 り 下 げ る 。  

 第 ９ ２ 条 第 ２ 項 中 「 第 １ ０ ９ 条 の ２ 第 ４ 項 」 を 「 第 １ ０ ９ 条 第 ３

項 」 に 改 め 、 同 条 を 第 ９ ９ 条 と す る 。  

 第 ９ １ 条 を 第 ９ ８ 条 と し 、 第 ８ ２ 条 か ら 第 ９ ０ 条 ま で を ７ 条 ず つ

繰 り 下 げ る 。  

 第 ２ 章 第 １ 節 中 第 ８ １ 条 を 第 ８ ８ 条 と し 、 第 ７ ８ 条 か ら 第 ８ ０ 条

ま で を ７ 条 ず つ 繰 り 下 げ る 。  

 第 １ 章 第 ９ 節 中 第 ７ ７ 条 を 第 ８ ４ 条 と し 、 第 ７ ６ 条 を 第 ８ ３ 条 と

す る 。  

 第 １ 章 中 第 ９ 節 を 第 １ ０ 節 と し 、 第 ８ 節 の 次 に 次 の １ 節 を 加 え る 。  

第 ９ 節  公 聴 会 及 び 参 考 人  

（ 公 聴 会 開 催 の 手 続 ）   

第 ７ ６ 条  会 議 に お い て 公 聴 会 を 開 く 議 決 が あ っ た と き は 、 議 長 は 、



そ の 日 時 、 場 所 及 び 意 見 を 聴 こ う と す る 案 件 そ の 他 必 要 な 事 項 を

公 示 す る 。  

 （ 意 見 を 述 べ よ う と す る 者 の 申 出 ）  

第 ７ ７ 条  公 聴 会 に 出 席 し て 意 見 を 述 べ よ う と す る 者 は 、 文 書 で あ

ら か じ め そ の 理 由 及 び 案 件 に 対 す る 賛 否 を 、 議 長 に 申 し 出 な け れ

ば な ら な い 。  

（ 公 述 人 の 決 定 ）  

第 ７ ８ 条  公 聴 会 に お い て 意 見 を 聴 こ う と す る 利 害 関 係 者 及 び 学 識

経 験 者 等 （ 以 下 「 公 述 人 」 と い う 。 ） は 、 あ ら か じ め 文 書 で 申 し

出 た 者 及 び そ の 他 の 者 の 中 か ら 、 議 会 に お い て 定 め 、 議 長 か ら 本

人 に そ の 旨 を 通 知 す る 。  

２  あ ら か じ め 申 し 出 た 者 の 中 に 、 そ の 案 件 に 対 し て 、 賛 成 者 及 び

反 対 者 が あ る と き は 、 一 方 に 偏 ら な い よ う に 公 述 人 を 選 ば な け れ

ば な ら な い 。  

（ 公 述 人 の 発 言 ）  

第 ７ ９ 条  公 述 人 が 発 言 し よ う と す る と き は 、 議 長 の 許 可 を 得 な け

れ ば な ら な い 。  

２  公 述 人 の 発 言 は 、 そ の 意 見 を 聴 こ う と す る 案 件 の 範 囲 を 超 え て

は な ら な い 。  

３  公 述 人 の 発 言 が そ の 範 囲 を 超 え 、 又 は 公 述 人 に 不 穏 当 な 言 動 が

あ る と き は 、 議 長 は 、 発 言 を 制 止 し 、 又 は 退 席 さ せ る こ と が で き

る 。  

（ 議 員 と 公 述 人 の 質 疑 ）  

第 ８ ０ 条  議 員 は 、 公 述 人 に 対 し て 質 疑 を す る こ と が で き る 。  

２  公 述 人 は 、 議 員 に 対 し て 質 疑 を す る こ と が で き な い 。  

（ 代 理 人 又 は 文 書 に よ る 意 見 の 陳 述 ）  

第 ８ １ 条  公 述 人 は 、 代 理 人 に 意 見 を 述 べ さ せ 、 又 は 文 書 で 意 見 を

提 示 す る こ と が で き な い 。 た だ し 、 議 会 が 特 に 許 可 し た 場 合 は 、

こ の 限 り で な い 。  

（ 参 考 人 ）  



第 ８ ２ 条  会 議 に お い て 参 考 人 の 出 席 を 求 め る 議 決 が あ っ た と き は 、

議 長 は 、 参 考 人 に そ の 日 時 、 場 所 及 び 意 見 を 聴 こ う と す る 案 件 そ  

の 他 必 要 な 事 項 を 通 知 し な け れ ば な ら な い 。  

２  参 考 人 に つ い て は 、 前 ３ 条 の 規 定 を 準 用 す る 。  

別 表 中 「 第 １ ５ ０ 条 」 を 「 第 １ ５ ７ 条 」 に 改 め 、 同 表 に 次 の よ う

に 加 え る 。  

議 会 改 革 推 進

会 議 （ 検 討 部

会 を 含 む 。 ）  

継 続 的 に 議 会 改

革 を 推 進 す る た

め 、 調 整 及 び 研

究 等 を 行 う こ

と 。  

会 員 又 は 部 会 員  会 長 又 は

部 会 長  

広 聴 広 報 委 員

会  

議 会 の 広 聴 及 び

広 報 に 関 し 、 協

議 又 は 調 整 を 行

う こ と 。  

広 聴 広 報 委 員  委 員 長  

附  則  

 こ の 規 則 は 、 平 成 ２ ５ 年 ３ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 別 表 に

次 の よ う に 加 え る 改 正 規 定 に つ い て は 、 同 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 


